
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  小さな命大切に。犬・猫の避妊、去勢手術をしましょう。    ⑨ページ  ②ぺージ   国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。 

       ②笠間市による放射線量の測定結果をお知らせします         
 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、市内各所（小中学校・保育所・保育園・幼稚園・

公共的な施設）で放射線量を測定した結果を公表します。 

〔放射線量測定結果※7 月 1 日直近のデータ〕  （単位：マイクロシーベルト／時間） 

笠 間 小 ０．１２３ 友 部  小 ０．０９０ 笠 間  中 ０．１２９ 

東   小 ０．１３６ 友部第二小 ０．１１６ 東   中 ０．１１７ 

佐 城  小 ０．１０７ 北 川 根 小 ０．０８１ 南   中 ０．１５１ 

箱 田  小 ０．１３２ 大 原  小 ０．０９６ 稲 田  中 ０．１２４ 

南   小 ０．１１７ 岩間第一小 ０．０８７ 友 部  中 ０．０８２ 

稲 田  小 ０．０８６ 岩間第二小 ０．１１０ 友部第二中 ０．１２１ 

宍 戸  小 ０．１１４ 岩間第三小 ０．０９０ 岩 間  中 ０．１０３ 

【測定場所】グラウンド中央付近 【測定高さ】地上 50ｃｍ 
※各施設とも、国が平成 23 年 8 月 26 日に定めた校庭・園庭の空間線量率の目安、1 マイクロシ 

 ーベルト／時間を下回っています。 

※平成25年 9月から空間放射線量の測定を月2回としています。 

※保育所、保育園、幼稚園、公共的な施設の測定結果は笠間市公式ホームページでお知らせしてい  

 ます。 

ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/ 
問 学務課（内線 372） 

     ③限度額適用認定証等の更新手続きについて                                   

      ～毎年 8 月に限度額適用認定証等の更新手続きが必要です～ 

 笠間市国民健康保険の「国民健康保険限度額適用認定証(※)」および「国民健康保険限度額適

用･標準負担額減額認定証」の有効期限は 7 月 31 日（木）までとなっています。更新には申請が

必要ですので、認定証を現在お持ちの方は更新手続きをしてください。 

 また、認定証の新規発行は随時行っています。保険診療に係る自己負担の軽減となりますので、

医療機関で高額な自己負担が見込まれる場合は、申請を行ってください。 
 

※国民健康保険限度額適用認定証等とは 

 各世帯の所得に応じた負担限度額区分が記載された認定証のことで、これを医療機関に提示す

ることにより、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 
 

（注）国民健康保険税の未納がある方、平成 25 年中の申告をしていない方は認定証の発行がで

きないことがあります。 
 

更新(申請)に必要なもの 国民健康保険証、印鑑（必ずお持ちください）、 

            限度額適用認定証等（更新者のみ） 

更新(申請)手続き場所 保険年金課（内線 140・144） 

           笠間支所 市民窓口課（内線 72123） 岩間支所 市民窓口課（内線 73183）

問 保険年金課（内線 140・144） 

           平成 26 年度自衛官を募集します              

               

航空学生 一般曹候補生 自衛官候補生 
      
     種目
 
募集要項 （海・空） （陸・海・空） （陸・海・空） 

男子 年間を通じて受付 

受付期間 8 月 1 日(金)～9 月 9 日(火) 
女子 

8月1日(金)～9月9日(火)

応募資格 

(日本国籍を有

すること) 

高卒(見込含） 

18 歳以上 21 歳未満 

(平成27年4月1日現在) 

18 歳以上 27 歳未満 

(平成27年4月1日現在)

18 歳以上 27 歳未満 

(採用予定月の 1 日現在) 

第1次試験 9月 23 日(火) 
9月19日(金)・20日(土)

のうち指定する 1 日 

男子 9 月中旬（指定日）

女子  

9 月 25 日(木)～29 日(月)

のうち指定する 1 日 

第2次試験

10月18日(土)～23日(木)

のうち指定する1日 

（第2次試験合格者のみ

3次試験あり） 

10月9日(木)～15日(水)

のうち指定する1日 
 

試
験
期
日
等 

合格発表 

(採用候補

者通知) 

1 次  10 月 10 日(金) 

2次 (海) 11月12日(水) 

     (空) 11月 7日(金) 

最終  

平成27年1月21日(水) 

1 次  10 月 2 日（木） 

最終  11月 7日（金） 

男子 11 月上旬(予定) 

女子 11 月 7 日(金) 

159,500 円 

※法律の改正により改定される場合があります。

自衛官候補生期間(3か月)

125,500 円 

2 士昇任後 159,500 円 

自衛官任用一時金有り 

176,000 円 

初任給等 

その他各種手当、賞与年 2 回有り 

衣食住 衣食住についての手厚いサポートがあります。 給
料
等 

その他 
入隊後約 6年間で幹部

パイロットになります。 

入隊後 2年 9か月以降、

選考により 3等陸・海・

空曹に昇任します。 

当初 3 か月間は自衛官候

補生として教育訓練を受

ける。後に陸上は 1任期目

1年 9 か月、海上・航空は

2年 9か月１任期として採

用されます（以降 1任期 2

年として、継続可能）。 

 

申・問 総務課（内線 207）    

          自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所  

    ℡ 029-226-9294 メール hq1-ibaraki@.pco.mod.go.jp（「1」は半角数字です） 

    ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 
  


